
議   第  １３２  号   

平成２８年 ２ 月２２日提出   

 

熊本市実費弁償条例の制定について 

 

 熊本市実費弁償条例を次のように制定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市実費弁償条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０７条その他法律

及び条例の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した関係人、参考人、証人等

に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （実費弁償） 

第２条 次に掲げる者に対しては、この条例の定めるところにより実費を弁償する。 

(1) 地方自治法第７４条の３第３項の規定に基づき選挙管理委員会の求めにより

出頭した関係人 

(2) 地方自治法第１００条第１項後段の規定に基づき議会の求めにより出頭した

選挙人その他の関係人 

(3) 地方自治法第１１５条の２第１項（同法第１０９条第５項において準用する

場合を含む。）の規定による公聴会に参加した者 

(4) 地方自治法第１１５条の２第２項の規定に基づき議会の求めにより出頭した

参考人（同法第１０９条第５項の規定により委員会について準用する場合を含

む。） 

(5) 地方自治法第１９９条第８項の規定に基づき監査委員の求めにより出頭した

関係人 

(6) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第８条第６項の規定に基づき人

事委員会が喚問する証人 
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(7) 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第３５条第１項の規

定に基づき農業委員会の求めにより出頭した農地等の所有者、耕作者その他の

関係人 

(8) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第３４条の規定に基づき審理員

（同法第９条第３項に規定する場合にあっては、審査庁）の求めにより陳述又

は鑑定のため出頭した者 

(9) 行政不服審査法第８１条第３項において準用する同法第７４条の規定に基づ

き地方自治法第２５２条の７第１項の規定により共同して設置する行政不服審

査法第８１条第１項の機関の求めにより陳述又は鑑定のため出頭した者 

(10) 熊本市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１５年条例第１１号）第８

条第４項の規定に基づき熊本市情報公開・個人情報保護審議会の求めにより陳

述又は鑑定のため出頭した者 

 （日当等） 

第３条 実費弁償は、別表に定める日当及び旅費とする。ただし、本市の職員（前条

第９号の場合にあっては、市長が別に定める者）がその職務の関係で出頭し、又は

参加した場合は、これを支給しない。 

（準用） 

第４条 実費弁償の支給については、熊本市職員等の旅費支給に関する条例（昭和

３３年条例第２２号）の規定（第１７条第２項及び第３項の規定を除く。）を準用

する。 

 （その他の参考人等に対する実費弁償） 

第５条 第２条各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき市の機関の求めにより

関係人、参考人、証人等として出頭した者に対しては、前２条の規定の例によりそ

の実費を弁償することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

定める。 

 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（地方自治法第２０７条の規定に基づく実費弁償条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 地方自治法第２０７条の規定に基づく実費弁償条例（昭和２７年条例第３２

号） 

(2) 人事委員会が喚問する証人の実費弁償に関する条例（昭和３０年条例第５

号） 

(3) 農業委員会等に関する法律第２９条の規定に基づく実費弁償条例（昭和３２

年条例第４５号） 

（地方自治法第２０７条の規定に基づく実費弁償条例等の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日前において、この条例による廃止前の前項各号に掲げる条例

に基づき支給事由が生じた実費弁償については、なお従前の例による。 

 

別表（第３条関係） 

日当 旅費 

１ 日 に つ

き3,300円 

鉄道賃・船賃 航空賃 車賃 宿泊料 

(1) 運賃の等級を区分するも

のにあっては、上級の運賃

（３階級に区分する船舶に

あっては、中級の運賃） 

(2) 運賃の等級を区分しない

ものにあっては、その乗車

又は乗船に要する運賃 

(3) 前２号に掲げる運賃のほ

か、普通急行列車、準急行

列車又は特別急行列車を運

行する線路による片道５０

キロメートル以上の旅行に

あっては、普通急行料金、

現に支払っ

た旅客運賃

１キロメー

トルにつき

37円 

１泊につき

10,900円 
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準急行料金又は特別急行料

金 

   

備考 市内在住者（第２条第９号の場合にあっては、市長が別に定める者）には、

日当のみ支給する。 

 

（提出理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０７条その他法律及び条例の規定

に基づき、市の機関の求めにより出頭した関係人、参考人、証人等に対する実費弁

償に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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